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           工   事   概   要 

工 事 名 浮島２期廃棄物埋立管理型護岸対策（その２）工事 

本工事は、浮島２期廃棄物埋立管理型護岸の維持対策として、護岸近傍

に鋼管矢板を打設するものであり、一部海底地盤中に支障物がある箇所に

ついては、先行掘削により支障物撤去・置換えを行った後に、鋼管矢板を

打設するものである。  

１ 工事概要  

⑴   先行掘削 Ｎ＝３５本  

⑵   鋼管矢板打設 Ｎ＝１６３本 φ１１００ｍｍ Ｌ＝３０ｍ  

議案第１３１号 

 

   中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事 

請負契約の変更について 

 

中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事請負契

約（令和２年６月１８日議決、令和３年３月２３日市長の専決処分にて契約金額の

変更、令和４年１０月１３日市長の専決処分にて契約金額の変更、令和５年６月３

０日市長の専決処分にて契約金額の変更）の一部を次のように変更する契約を締結

する。 

 

令和５年 ９ 月 ４ 日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

４の契約金額「２，６６７，４７５，８００円」を「３，１０３，２８３，７０

０円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

 

１ 中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事請負

契約の締結について（令和２年６月１日提出、令和２年６月１８日議決） 

１ 工 事 名   中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築

造（立体交差化）工事 

２ 工 事 場 所   川崎市中原区木月住吉町地内 

３ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

４ 契 約 金 額   ２，４５６，３００，０００円 

５ 完 成 期 限   令和６年３月３１日 

６ 契約の相手方   横浜市神奈川区金港町７番地３  

フジタ・織戸共同企業体 

            代表者  株式会社 フジタ 

                 代表取締役 奥村 洋治 

            構成員  株式会社 織戸組 

                 代表取締役社長 織戸 一郎 

 

２ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について（令和３年

３月２３日専決処分、令和３年５月３１日提出） 

市長の専決事項の指定第４項による専決処分 

変更前契約金額  ２，４５６，３００，０００円 

変更後契約金額  ２，４６４，３９４，９００円  

 

 

 



参考資料 

 

１ 中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事請負

契約の締結について（令和２年６月１日提出、令和２年６月１８日議決） 

１ 工 事 名   中原区内都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築

造（立体交差化）工事 

２ 工 事 場 所   川崎市中原区木月住吉町地内 

３ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

４ 契 約 金 額   ２，４５６，３００，０００円 

５ 完 成 期 限   令和６年３月３１日 

６ 契約の相手方   横浜市神奈川区金港町７番地３  

フジタ・織戸共同企業体 

            代表者  株式会社 フジタ 

                 代表取締役 奥村 洋治 

            構成員  株式会社 織戸組 

                 代表取締役社長 織戸 一郎 

 

２ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について（令和３年

３月２３日専決処分、令和３年５月３１日提出） 

市長の専決事項の指定第４項による専決処分 

変更前契約金額  ２，４５６，３００，０００円 

変更後契約金額  ２，４６４，３９４，９００円  

 

 

 

３ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について（令和４年

１０月１３日専決処分、令和４年１１月２８日提出） 

市長の専決事項の指定第４項による専決処分 

変更前契約金額  ２，４６４，３９４，９００円 

変更後契約金額  ２，６６４，５９４，９００円  

 

４ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について（令和５年

６月３０日専決処分、令和５年９月４日提出） 

市長の専決事項の指定第４項による専決処分 

変更前契約金額  ２，６６４，５９４，９００円 

変更後契約金額  ２，６６７，４７５，８００円  

 

５ 変更理由 

  交通管理者協議等により、安全対策として交差点改良工事の範囲が拡大したこ

とや掘削の進捗に伴い、当初に想定していた以上の地下水量が確認され、防水等

の対策として工法変更や数量変更が生じたため、契約変更を行うものである。 

 


